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１．都市施設の概略設計（公園･緑のﾈｯﾄﾜｰｸ） 

２．賑わい広場について 
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1 公園の配置方針 

（1）公園の配置方針 

昨年度のまちづくり基本計画案において公園は、地区中央に近隣公園を配置し、

さらに地区全体に公園の利便性が行き渡るよう街区公園を適宜配置するとしてい

る。 

公園の配置は、当該公園を利用する者が「容易に利用できる」ように配置するこ

とが基準とされており（都市公園法施行令）、本地区における「容易に利用できる」

範囲は、幹線道路等の比較的交通量の多い道路により区分され、下図に示すとおり

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この範囲を基本として、公園を配置するものとし、区域が大きいエリアについて

は複数の公園を配置する。 

 
 

１ 都市施設の概略設計（公園・緑のネットワーク）
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（2）公園の規模（面積） 

1）公園の必要量 

開発（開発行為、土地区画整理事業等）においては、地区内に居住することと

なる人口１人当たり３㎡以上、かつ、施行地区面積の３％以上の公園面積が必要

となる。 

 

 本地区内に居住することとなる人口による公園面積 

推計人口 4,300 人 × ３㎡ ＝ 約 12,900 ㎡ 以上 

 施行地区面積の３％以上となる公園面積 

本地区面積（図上求積）63ha × ３％ ＝ 約 18,900 ㎡ 以上 

 

施行地区面積は、本地区の跡地利用を最も効率的に発揮できる範囲を設定する

ことが望ましいが、道路整備に絡み、跡地周辺区域の整備も検討されるため、範

囲の確定は難しい。よって公園規模は、余裕を見て約 20,000 ㎡と設定する。 

 

 

2）各公園の規模 

近隣公園については、既に周辺に整備されている大規模な公園（北谷公園、桑

江公園、安良波公園）を考慮し、10,000 ㎡とする。 

「街区公園」については、都市公園法施行令による標準面積 2,500 ㎡を基本

とする。 

 
 

【各公園の規模】 
公園名 公園種別 規模（ha） 備  考 

１号公園 近隣公園 約 1.0ha  

２号公園 街区公園 約 0.25ha  

３号公園 街区公園 約 0.25ha  

４号公園 街区公園 約 0.22ha  

５号公園 街区公園 約 0.28ha  
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（3）公園の配置計画図 

公園は、配置方針及び規模の設定に基づき、下図のように配置する。 

本地区周辺における公園の配置状況も合わせて示す。 

 
【公園配置計画図】 
 

 
 

街街区区公公園園（（地地区区外外））  
のの参参考考誘誘致致距距離離圏圏  

近近隣隣公公園園のの  
参参考考誘誘致致距距離離圏圏

公園 街街区区公公園園（（本本地地区区））  
のの参参考考誘誘致致距距離離圏圏  

桑桑江江公公園園  
（（近近隣隣公公園園））  

北北谷谷公公園園  
（（運運動動公公園園））  

（（街街区区公公園園））

安安良良波波公公園園  
（（近近隣隣公公園園））  

２２号号公公園園

３３号号公公園園

４４号号公公園園  

５５号号公公園園  
１１号号公公園園

美美浜浜第第二二公公園園  
（（街街区区公公園園））  

（（参参考考））誘誘致致距距離離 550000ｍｍ

（（参参考考））誘誘致致距距離離  550000ｍｍ  

（（参参考考））誘誘致致距距離離  225500ｍｍ  
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（4）地区周辺の公園の整備状況 

本地区周辺の公園整備状況は、桑江公園（近隣公園）、国道 58 号を挟んで北

谷公園（運動公園）、安良波公園（近隣公園）、美浜地区区画整理事業により整備

された街区公園（美浜第一、第二、第三）などが整備されている。 

また、隣接する「桑江伊平土地区画整理事業」において計画されている街区公

園が５箇所あり、現在整備が進められているところである。 
 
 

【地区周辺の主な公園】 

公園名 公園種別 規模（ha） 整備状況 備  考 

北谷公園 運動公園 約 20.80ha 整備済 

陸上競技場、野球場、 

ソフトボール場 

テニスコート等  

安良波公園 近隣公園 約 3.70ha 整備済 

多目的広場、噴水池、 

野外ステージ、 

アラハビーチ 

桑江公園 近隣公園 約 3.30ha 整備済 
総合運動場 

テニスコート 

美浜第一 街区公園 約 0.15ha 整備済 多目的広場 

美浜第二 街区公園 約 0.14ha 整備済 多目的広場 

美浜第三 街区公園 約 0.14ha 整備済 多目的広場 

１号街区公園 街区公園 約 0.28ha 未整備 桑江伊平地区内 

２号街区公園 街区公園 約 0.26ha 未整備 桑江伊平地区内 

３号街区公園 街区公園 約 0.21ha 未整備 桑江伊平地区内 

４号街区公園 街区公園 約 0.22ha 未整備 桑江伊平地区内 

５号街区公園 街区公園 約 0.38ha 未整備 桑江伊平地区内 

 
 
 
 



 

Ｐ 5

 
 
 
 
 

 
 

【地区周辺の公園整備状況】（北谷町 HP より） 
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２ 歩行者ネットワーク及び緑のネットワーク 

（1）基本方針 

これからのまちづくりにおいては、自動車交通に頼るのではなく「人が優先の、

歩けるまちづくり」が求められてきており、歩行者ネットワークを構築すること

が重要である。 

そこで、主要な道路の「歩道」を動線としてネットワークを構築するともに、

主要道路の歩道のみでは歩行距離が長くなるような場合には、適宜歩行者専用道

路を配置していく方針とする。 

これらの歩行者ネットワークは、同時に緑のネットワークとして整備するもの

とし、植樹帯または植樹桝を設けて並木等を整備する。 

(2)地区周辺の主要施設と歩行者ネットワーク 

地区及び地区周辺には、下図のように様々な施設が立地あるいは計画されてお

り、歩行者ネットワークはこれらを有機的に結び、地区を回遊できるように設定

する。 
 
 
 
 
 
 

北谷町 
役場 

教育施設 

ディサービス

保健相談ｾﾝﾀｰ 

北谷公園 

メディア 
センター 

信号機 

交流施設 
民間医療施設

近隣公園 公園 
公園 

公園

公園 

賑わい 
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２ 歩道及び歩行者専用道路の設計案 

歩行者ネットワーク及び緑のネットワークを実現するためには、その空間の確保が必要となる。 

本地区では、主要道路の歩道及び歩行者専用道路においてその空間を確保する方針であり、ここではそれらの道路の断面構成案を示す。 
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伊平桑江線・補助幹線① 
18,000 
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補助幹線② 

車道 3.0ｍ 車道 3.0ｍ

植樹帯 1.5ｍ 自歩道 3.0ｍ

車道 3.0ｍ 車道 3.0ｍ

植樹帯 1.5ｍ 自歩道 3.0ｍ

主要区画道路 

区画道路（歩道付） 

県道 24 号線 
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16,000 

自歩道 3.0ｍ（植樹桝あり） 
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本地区 
 

補助幹線③

植樹桝あり 
）

車道 3.0ｍ 車道 3.0ｍ
※玉上宇地原線と同様の構成 
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（４）歩道の整備事例 

 

 
 
 

16m 道路 歩道幅員 3ｍ（植栽 1.3ｍ） 

小学校沿い 歩道幅員 3ｍ（植栽 1.0ｍ） 

12m 道路 歩道幅員 2.5ｍ（植栽 1.0ｍ） 

16m 道路 歩道幅員 3.5ｍ（植栽 1.2ｍ） 

北谷町【見嘉作奈留川線】 

那覇市【小禄田原線】 那覇市【古島線】

那覇市【金城小学校】

北谷町【ニライセンター前】（商業地域）

12m 道路 歩道幅員 1.8ｍ（植栽なし） 

那覇市【田原赤嶺線】

20m 道路 歩道幅員 5.0ｍ（植栽 1.5ｍ） 
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３ 緑地の配置計画 

（1）緑地の配置方針 

本地区は地区西側から比較的なだらかな地形となっているが、地区東側におい

て急激に地形が急峻となっている。 

このため、宅地としての利用が不適切な部分においては地形を活かした緑地と

して保全していくものとする。 

また、地区南側においては地区外南側（県道 24 号線）と比較的高低差があり、

この高低差を吸収するために現況地形を活かした緑地として保全する。 

その他、高架となる県道 24 号バイパスから住宅地の環境を保全する目的で緩

衝緑地帯を設置する。 
 
 
 
 
 

地区東側の急峻な地形 

地区南側との高低差 
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（２）緑地の配置計画 

各緑地は、以下のように配置する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）緑地の規模 
 

【緑地の施設規模と整備方針】 
緑地名 規模（ha） 整備方針 

１号緑地 

（保全緑地） 

東斜面 

緑 地 
約 1.7ha 

斜面地の緑地環境を保全し、周辺か

らの緑視豊かな空間景を演出する 

２号緑地 

（緩衝緑地） 

県道 24BP 

西側 
約 0.27ha

高架構造となる県道24号バイパスか

ら、住環境を保全するために県道 24

号バイパスに沿って帯状に配置す

る。 

３号公園 

（保全緑地） 

県道 24 号 

北側 
約 0.96ha

傾斜地の緑地環境を保全し、県道 24

号から住環境を保全する 

 
 

１号緑地（保全緑地）

３号緑地（保全緑地） 

２号緑地（緩衝緑地） 
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（４）緑地の概略断面 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

≪１号、２号緑地断面図≫ 
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≪３号緑地断面図≫ 
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２ 賑わい広場について

 

１ 用地の確保 

昨年度のまちづくり基本計画案においては、人が安全に集える公共的広場を想定

し、公園用地として確保することとしていた。 

しかし、役場内部における協議再検討において、公園とした場合は土地利用に制

限を受けることとなるとの指摘があり、用地確保の方法については、次のように再

検討を行うこととなった。 

 

 

 

 

２ 整備活用の方法 

賑わい広場について、これまでに提案されている整備、活用の方法を整理する。

 

①まちの顔として、人々が行き交い賑わいのある広場を整備する 

②周辺施設（役場、業務地、住宅地）へ人を導く動線となるような整備をする 

③歩行者専用の通路を本地区中央部に向けて斜めに整備する 

④比較的小規模な店舗（食料品、雑貨、衣料品、カフェ）や、小規模な医療施設

などを隣接立地させる 

⑤定期的に朝市を開催する 

⑥この広場に歩いて行ける道（歩行者動線）を整備する 
 

【整備・活用のイメージ】 
 
 

町が土地利用に関わっていくことを前提とし、公園用地に限定せず、公有地、保留地、

歩行者専用道路など、様々な可能性を検討する 

（イベント広場） 

（モール） （オープンカフェ） 

（サイン計画） 


